
□区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定（法第25条）

第三者評価機関 申 請 者 宮 崎 市

（S56.5.31以前に新築工事に着手したものに限る）

① 事 前 相 談

② 耐 震 診 断

判　定　書

受 理
評価申請

審 査
評　価

耐震性あり

③ 認 定 申 請 受 理

審 査認 定 通 知

④ 議決要件の緩和

注）

第三者評価機関
への申請手数料
は自己負担とな
ります。

耐震性なし

END

END

　上記の認定を受けた区分所有建築物は「要耐震改修認定建築物」といい、
その区分所有者は当該要耐震改修認定建築物について、耐震改修を行うよう
努めなければならないとされています。（法第26条）

区分所有建築物の管理者等


